
議   第  ２９７  号   

平成３０年１２月１１日提出   

 

   熊本市営住宅条例の一部改正について 

 

 熊本市営住宅条例の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市営住宅条例の一部を改正する条例 

 

熊本市営住宅条例（平成９年条例第４５号）の一部を次のように改正する。 

 

第６１条に次の１項を加える。 

３ 市長は、前項の規定により本市の特定の区域に所在する全ての市営住宅及び共同

施設の管理を一の指定管理者に行わせている場合において、当該区域に新たな市営

住宅又は共同施設が設置されるときは、同項の規定にかかわらず、当該指定管理者

を当該新たな市営住宅又は共同施設の指定管理者として選定し、議会の議決を経て

これを指定することができる。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

（提出理由） 

  市営住宅に係る指定管理者の選定方法について、公募によらずに指定管理者を選

定することができる場合を追加するため、所要の改正を行う必要がある。 

  これが、この条例案を提出する理由である。 
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